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令和２年第５回中間市議会定例会会期日程（案）

（会 期 ９月１日～９月２４日：２４日間）

月 日 曜 本 会 議 委員会 審 査 事 項

９月 １日 火
開 議

午前１０時

１．会期の決定
２．選挙第１号
３．承認第８号
４．認定第１号～認定第１０号
５．第５２号議案～第５６号議案
［ 議案上程・提案理由説明 ］

９月 ２日 水 休 会

９月 ３日 木
開 議

午前１０時

１．一般質問
２．承認第８号
３．認定第１号～認定第１０号
４．第５２号議案～第５６号議案
［ 質疑・討論・採決・委員会付託 ］

９月 ４日 金 休 会

９月 ５日 土 休 会

９月 ６日 日 休 会

９月 ７日 月 休 会 委員会

９月 ８日 火 休 会 委員会

９月 ９日 水 休 会 委員会

９月１０日 木 休 会 委員会

９月１１日 金 休 会 委員会

９月１２日 土 休 会

９月１３日 日 休 会

９月１４日 月 休 会 委員会

９月１５日 火 休 会 委員会

９月１６日 水 休 会 委員会

９月１７日 木 休 会 委員会

９月１８日 金 休 会

９月１９日 土 休 会

９月２０日 日 休 会

９月２１日 月 休 会

９月２２日 火 休 会

９月２３日 水 休 会

９月２４日 木
開 議

午前１０時

１．決議案第１号
２．認定第１号～認定第１０号
３．第４５号議案、第５２号議案～第５８号
議案

４．意見書案第７号～意見書案第１１号
┌ 議案上程・提案理由説明 ┐
└ 委員長報告・質疑・討論・採決 ┘
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諸 般 の 報 告

第５回中間市議会定例会

令和２年９月１日

（報告書の受領）

１．地方自治法第２３５条の２第３項の規定により、各会計の例月出納検査結果報告書を、

令和２年７月１３日、８月１７日、２６日付で監査委員から下記のとおりそれぞれ受領

した。

記

（１）一般会計及び特別会計等 令和２年６月分

（２）水 道 事 業 会 計 令和２年５月分

（３）病 院 事 業 会 計 令和２年４月分

２．中間市債権管理条例第２０条及び中間市債権管理条例施行規則第１２条の規定により、

放棄した私債権の報告書を、令和２年８月６日付で市長から下記のとおり受領した。

記

３．地方自治法施行令第１４５条第２項の規定により、令和元年度中間市一般会計継続費

精算報告書を令和２年８月１９日付で市長から受領した。

４．地方自治法第２４３条の３第２項の規定により、公益財団法人中間市文化振興財団の

経営状況を説明する書類を、令和２年８月２６日付で市長から下記のとおり受領した。

放棄した債権の名称 件 数 金 額

住宅新築資金等貸付金 ８件 ２０，６２４，２４７円

水道料金 ４４１件 １，０３３，７８７円

公営住宅使用料 １件 ７７８，０００円

市有地土地建物貸付料 １件 ５０９，６２５円
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記

（１）令和元年度決算書

（２）令和２年度事業計画書

（３）令和２年度予算書

５．地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項及び第２２条第１項の規定に

より、令和元年度中間市健全化判断比率及び資金不足比率審査意見書を、令和２年８月

２７日付で、市長から受領した。
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────────────────────────────────────────

令和２年 第５回 ９月（定例）中 間 市 議 会 会 議 録（第１日）

令和２年９月１日（火曜日）

────────────────────────────────────────

議事日程（第１号）

令和２年９月１日 午前10時00分開会

日程第 １ 会期の決定

日程第 ２ 選挙第１号 堀川水利組合議会議員の選挙

日程第 ３ 承認第８号 専決処分を報告し、承認を求めることについて

（損害賠償の額を定め、和解することについて）

（日程第３ 提案理由説明）

日程第 ４ 認定第１号 令和元年度中間市一般会計歳入歳出決算認定について

日程第 ５ 認定第２号 令和元年度中間市特別会計国民健康保険事業歳入歳出決算

認定について

日程第 ６ 認定第３号 令和元年度中間市住宅新築資金等特別会計歳入歳出決算認定

について

日程第 ７ 認定第４号 令和元年度中間市地域下水道事業特別会計歳入歳出決算認定

について

日程第 ８ 認定第５号 令和元年度中間市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算認定

について

日程第 ９ 認定第６号 令和元年度中間市公共用地先行取得特別会計歳入歳出決算認

定について

日程第１０ 認定第７号 令和元年度中間市介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定に

ついて

日程第１１ 認定第８号 令和元年度中間市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定

について

日程第１２ 認定第９号 令和元年度中間市水道事業会計利益の処分及び決算認定に

ついて

日程第１３ 認定第１０号 令和元年度中間市病院事業会計決算認定について

（日程第４～日程第１３ 提案理由説明）

日程第１４ 第５２号議案 令和２年度中間市一般会計補正予算（第５号）

日程第１５ 第５３号議案 令和２年度中間市介護保険事業特別会計補正予算（第１号）

（日程第１４～日程第１５ 提案理由説明）

日程第１６ 第５４号議案 中間市障害福祉計画策定委員会条例の一部を改正する条例



- 6 -

日程第１７ 第５５号議案 中間市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基

準等を定める条例の一部を改正する条例

（日程第１６～日程第１７ 提案理由説明）

日程第１８ 第５６号議案 中間市カーボン・マネジメント強化事業業務委託契約につい

て

（日程第１８ 提案理由説明）

日程第１９ 会議録署名議員の指名

──────────────────────────

本日の会議に付した事件

議事日程のとおり

──────────────────────────

出席議員（15名）

１番 植本 種實君 ２番 小林 信一君

３番 堀田 克也君 ４番 柴田 芳信君

５番 田口 澄雄君 ７番 掛田るみ子君

８番 草場 満彦君 ９番 中尾 淳子君

１０番 山本 慎悟君 １１番 安田 明美君

１２番 梅澤 恭徳君 １３番 柴田 広辞君

１４番 中野 勝寛君 １５番 井上 太一君

１６番 下川 俊秀君

──────────────────────────

欠席議員（０名）

──────────────────────────

欠 員（２名）

──────────────────────────

説明のため出席した者の職氏名

市長 ……………… 福田 浩君 副市長 …………… 白尾 啓介君

教育長 …………… 片平 慎一君 総務部長 ………… 田中 英敏君

市民部長 ………… 船津喜久男君 保健福祉部長 …… 藤田 宜久君

建設産業部長 …… 篠田 耕一君 教育部長 ………… 佐伯 道雄君

環境上下水道部長 ………………………………………………… 安徳 保君

市立病院事務長 … 末廣 勝彦君 消防長 …………… 三船 時彦君

財政課長 ………… 蔵元 洋一君 介護保険課長 …… 冷牟田 均君

福祉支援課長 …… 亀井 誠君

公共施設管理室長 ………………………………………………… 大貝 憲司君
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──────────────────────────

事務局出席職員職氏名

事務局長 西村 拓生君 書 記 東 隆浩君

書 記 志垣 憲一君 書 記 千々和 完君

──────────────────────────────
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午前10時00分開会

○議長（下川 俊秀君）

皆さん、おはようございます。ただいまの出席議員は１５名で、定足数に達しておりま

す。これより令和２年第５回中間市議会定例会を開会し、直ちに本日の会議を開きます。

本日の議事日程は、お手元に配付しておりますので、ご了承をお願いいたします。

この際、日程に入ります前に、諸般の報告を行います。

報告事項は、お手元に配付しております。朗読は省略したいと思いますので、ご了承を

お願いいたします。

なお、今定例会においても新型コロナウイルス感染防止のため、議員の議席及び執行部

席の間隔をあけておりますので、ご了承をお願いいたします。

────────────・────・────────────

日程第１．会期の決定

○議長（下川 俊秀君）

これより、日程第１、会期の決定を議題といたします。

お諮りいたします。今期定例会の会期は、お手元の会期日程表のとおり、本日から９月

２４日までの２４日間といたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

○議長（下川 俊秀君）

ご異議なしと認めます。よって、今期定例会の会期は２４日間と決しました。

────────────・────・────────────

日程第２．選挙第１号

○議長（下川 俊秀君）

次に、日程第２、選挙第１号堀川水利組合議会議員の選挙を行います。

お諮りいたします。選挙の方法については、地方自治法第１１８条第２項の規定により、

指名推選によりたいと思いますが、これにご異議はありませんか。

（「異議なし」の声あり）

○議長（下川 俊秀君）

ご異議なしと認めます。よって、選挙の方法は指名推選によることに決しました。

お諮りいたします。議長において指名することにしたいと思いますが、これにご異議あ

りませんか。

（「異議なし」の声あり）

○議長（下川 俊秀君）

ご異議なしと認めます。よって、議長において指名することに決しました。

堀川水利組合議会議員に小林信一君、吉田光代さん、白橋宏君を指名いたします。

お諮りいたします。ただいま議長において指名いたしました諸君を、堀川水利組合議会
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議員の当選人と定めることにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

○議長（下川 俊秀君）

ご異議なしと認めます。よって、ただいま指名いたしました諸君が堀川水利組合議会議

員に当選されました。

────────────・────・────────────

日程第３．承認第８号

○議長（下川 俊秀君）

日程第３、承認第８号専決処分を報告し、承認を求めることについて（損害賠償の額を

定め、和解することについて）を議題といたします。

提案理由の説明を求めます。福田市長。

○市長（福田 浩君）

承認第８号損害賠償の額を定め、和解することにつきましては、地方自治法第１７９条

第１項の規定により、専決処分といたしましたので、ご報告申し上げます。

本年８月７日午前１１時ごろ、本市職員が乗用草刈機を使用し、市有地の維持にかかる

除草作業を行っていたところ、石が跳ね、隣接する民家の窓ガラスに当たり、損傷を与え

ました。

本件事故につきましては、作業の実施に当たり、民家から一定程度離れた箇所まで乗用

草刈機を使用して除草作業を行い、そこから民家付近までは手作業において除草作業を行

うなどの飛び石対策を講じている中で、想定外に石が飛んだことにより、生じたものでご

ざいます。

本件につきましては、早急に示談をし、相手方に対して損賠を賠償する必要がありまし

たことから、相手方と本年８月１９日付で損害賠償の額を３万３,５５０円とし、和解す

ることにつきまして専決処分といたしました。

なお、損害賠償金３万３,５５０円につきましては、損害保険会社から相手方に直接支

払うこととなっております。

この事故に係る損害につきましては、地方自治法第１７９条第３項の規定により、議会

に報告し、承認を求めるものでございます。

ご審議の上、ご承認賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○議長（下川 俊秀君）

ただいま議題となっております承認第８号に対する質疑は、９月３日の本会議で行いま

すので、ご了承お願いいたします。

────────────・────・────────────

日程第４．認定第１号

日程第５．認定第２号
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日程第 ６．認定第 ３号

日程第 ７．認定第 ４号

日程第 ８．認定第 ５号

日程第 ９．認定第 ６号

日程第１０．認定第 ７号

日程第１１．認定第 ８号

日程第１２．認定第 ９号

日程第１３．認定第１０号

○議長（下川 俊秀君）

次に、日程第４、認定第１号から日程第１３、日程認定第１０号までの令和元年度各会

計決算認定１０件を一括議題といたします。

提案理由の説明を求めます。福田市長。

○市長（福田 浩君）

認定第１号から認定第８号までにつきましては、各会計別に一括して提案理由を申し上

げます。

まず、一般会計につきましては、歳入及び歳出の差し引き額は７億６,２３０万円の黒

字決算となっております。一般会計の歳入の主なものといたしましては、市税収入が

４０億５,２３０万円となり、前年度と比較しますと４,６２０万円の増額となっておりま

す。

市税収入増額の要因といたしましては、新築家屋の増加等により固定資産税が増額した

ことによるものでございます。また、適正な債権管理及び徴収強化に積極的に取り組みま

した結果、市税徴収率は、前年度の９６.９％から９７.０％へ上昇しております。

歳入におけるもう一方の柱でございます地方交付税につきましては、普通交付税と特別

交付税を合わせますと５２億５,２３０万円となり、前年度と比較しますと３,１２０万円

の増額となっております。しかし、地方交付税を補完いたします臨時財政対策債につきま

しては、前年度より９,７００万円の減額となる３億９,２８０万円となっております。

地方交付税の増額の要因といたしましては、下水道事業費が資本費平準化債の借り入れ

により減少となる一方で、社会福祉費が単位費用の引上げにより増加となり、これらの影

響を通算した基準財政需要額全体としては増額となったことによるものでございます。

また、臨時財政対策債の減額の要因といたしましては、国の地方財政計画において、地

方全体の発行額が減額となったことによるものでございます。

次に、歳出の主なものといたしまして、まず、義務的経費につきましてご説明を申し上

げます。

人件費におきましては、一般職員数の減少等により、前年度と比較しまして４,５５０万

円減額いたしております。
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扶助費におきましては、児童扶養手当給付費の増額等により、前年度と比較しまして

７,１８０万円増額、５４億８,７７０万円となっております。

公債費におきましては、借換債の実施に伴う影響を除外して前年度と比較しますと、

３億５,６８０万円減額となる１６億３,５９０万円となっております。

次に、主な事業につきまして、ご説明を申し上げます。

総務費におきましては、ふるさと納税制度の見直しに伴い、ふるさと納税管理委託料が

４,２８０万円減額し、３億３,１９０万円となりましたが、寄附金収入は６億２,０４０万

円と、８,０４０万円の増額となっております。

今後とも創意工夫による自主財源確保に努めてまいります。

民生費におきましては、消費税増税に伴う経済対策として、低所得者及び子育て世帯を

対象にプレミアムつき商品券の販売を行いました。また、福祉施設の整備として中間市地

域総合福祉会館の外壁を改修し、施設の長寿命化及び防災機能の強化を図りました。

衛生費におきましては、幅広い年齢層を対象に予防接種及び各種保健事業を実施すると

ともに、積極的な健診受診を勧奨することで、市民の皆様の健康増進への取り組みを継続

しております。また、母子保健事業として、令和２年度に中間市保健センター内に開設す

る子育て世代包括支援センターの設置に向け、施設の一部を改修し、妊産婦、乳幼児等が

安心して過ごせる空間作りを行いました。

労働費におきましては、本市独自で緊急雇用事業を実施するとともに、市内中小企業者

への指導事業等補助金に１００万円を支出するなど、単独事業も積極的に実施し、地域の

実情に合わせた雇用確保対策を展開いたしております。

農林水産業費におきましては、老朽化の進んだ中底井野地区の農業用水路改良工事を実

施し、農業環境の整備を行いました。

商工費におきましては、中間市チャレンジショップで独立開業を目指す４人に新規起業

の育成支援を行い、令和元年度に２人が市内で独立開業いたしました。また、イベントの

開催等により年間合計１万８,１４７人を集客し、中心市街地のにぎわい創出を図りまし

た。

観光施策につきましては、なかまフットパスを中心に、遠賀川流域おでかけマップの製

作やフォトコンテストを開催し、遠賀川流域を周遊してもらうことを目指した活動を行い

ました。その結果、令和元年度に本市を訪れた観光客数は６万６,６３３人となっており

ます。

土木費のうち道路新設改良費につきましては、橋梁補修工事やのり面補修工事など合計

１４件の工事を行っております。

住宅施策につきましては、中鶴地区建替事業として、平成３０年度逓次繰越分とあわ

せて６億２,８６０万円の工事費を支出し、中鶴地区の住環境整備を推進いたしておりま

す。
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消防費におきましては、庁舎非常用発電設備の整備や水槽付き消防ポンプ自動車の購入

など防災関連設備の充実を図りました。

教育費におきましては、児童が快適に学習できる教育環境の整備を図るため、中学校

４校のトイレ改善工事に１億４,２１０万円を支出いたしております。また、社会体育施

設の整備として、中間仰木彬記念球場ブロック塀改修工事及び同球場横市民トイレ改修工

事を行いました。

以上が一般会計の決算の概要でございます。

引き続き、特別会計につきましてご報告いたします。

まず、特別会計国民健康保険事業におきましては、歳入総額は４９億１３０万円、また、

歳出総額にあっては５８億１,２１０万円となり、差し引き９億１,０７０万円の不足が生

じました。この中から前年度繰上充用金９億４,９４０万円を除く単年度決算につきまし

ては、３,８６０万円の黒字決算となっております。

この要因といたしましては、療養費に充当する普通交付金の概算交付額が過大交付とな

ったことなどによるものであり、この過大交付分は、令和２年度に精算予定であることか

ら、国保財政の根本的な改善には至っておりません。

また、国民健康保険税につきましては、被保険者数の減少等により、前年度と比較しま

すと３,８９０万円の減額となっております。収納率に関しましては、前年度と比較しま

すと０.６３ポイント上昇し、８３.５８％となっております。

次に、国民健康保険の概況でございますが、各月平均の加入者数は、令和元年度１万

３８８人でございまして、前年度と比較しますと４４０人減少しております。また、１人

当たりの年間療養諸費は、前年度と比較しますと７,００９円増加し、３３万１２６円と

なっております。

今後の国民健康保険財政につきましては、福岡県に納付する国民健康保険事業費納付金

の増加等に伴い、より厳しい状況となることが見込まれることから、引き続き国民健康保

険税率の適正化、各種補助金等の活用による財源確保及び保健事業への積極的な取り組み

による医療費の適正化に努め、福岡県と連携し、国民健康保険財政の健全化を図ってまい

る所存でございます。

次に、住宅新築資金等特別会計におきましては、歳入総額は貸付金元利収入等３００万

円に対し、歳出総額は繰上充用金等３億３,７８０万円で、差し引き３億３,４８０万円の

収入不足となりました。この不足額につきましては、福岡県住宅新築資金等貸付金助成推

進事業の活用及び貸付金の徴収努力を今後とも継続することにより、その解消を図ってま

いりたいと考えております。

次に、地域下水道事業特別会計につきましては、歳入歳出の差し引き額は１２０万円の

黒字となっており、その主なものといたしましては、中鶴地区、曙地区の下水処理場等を

維持管理する経費でございます。
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次に、公共下水道事業特別会計につきましては、歳入歳出の差し引き額は６,２７０万

円の黒字となっております。

公共下水道事業は、令和２年４月１日をもって地方公営企業法の財務規定等を適用し、

公営企業会計へ移行いたしました。このため、令和元年度の出納は令和２年３月３１日を

もって閉鎖されており、令和元年度決算は同日による打切決算となっております。打切決

算に伴う特別会計の未収金及び未払金につきましては、地方公営企業法施行令の規定に基

づき、公営企業である公共下水道事業会計が引き継ぐこととなることから、黒字額につき

ましても公共下水道事業会計が引き継ぎ、特別会計の未払金の支払いへ充当することとい

たしております。

公共下水道は、長津地区など１７件の下水道工事を行い、普及率は７７.１％に達して

おります。また、公共下水道と地域下水道を合わせた普及率は８７.３％になりましたが、

今後も下水道計画を検証しながら、可能な限り早期普及に努めてまいります。

次に、公共用地先行取得特別会計につきましては、平成２７年度をもって地方債の償還

が完了し、新たな用地の取得もないことから収入支出とも生じておりません。

次に、介護保険事業特別会計保険事業勘定におきましては、歳入５２億１,３００万円、

歳出４９億８,０９０万円となり、歳入歳出差し引き２億３,２１０万円の黒字決算となっ

ております。

令和２年３月末現在における要介護認定者数は３,４２８人で、前年度と比較しますと

２.５％増加し、保険給付費は４３億４,９３０万円で、前年度と比較しますと１億

３,５９０万円、率にして３.２％増加しております。増加の要因といたしましては、高齢

化の進展による認定者数の増加に伴う各種介護サービス利用の増加や、消費税率引上げに

伴う介護報酬改定が考えられます。

次に、介護サービス事業勘定では、歳入４,６６０万円、歳出３,１８０万円となり、歳

入歳出差し引き１,４７０万円の黒字決算となっております。要支援者の年間給付管理件

数は７,５８３件で、前年度と比較しますと２.３％増加しております。

次に、後期高齢者医療特別会計の決算につきましては、歳入総額８億１,６３０万円、

歳出総額８億円、差し引き額１,６２０万円の黒字決算となっております。

歳入の主なものといたしましては、被保険者からの保険料でございます。

また、歳出の主なものといたしましては、福岡県後期高齢者医療広域連合への納付金で

ございます。１,６２０万円の黒字決算となっておりますが、このうち１,５２０万円は、

市町村の会計において出納整理期間中であります４月及び５月に納付されました被保険者

からの保険料でございまして、本年度、福岡県後期高齢者医療広域連合に支出するもので

ございます。

今後も福岡県後期高齢者医療広域連合との連携を密にし、安心、信頼の医療の確保及び

医療費の適正化並びに保険料の収納率向上を図り、なお一層の効率的運営に努力してまい
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ります。

一般及び特別それぞれの会計における決算概要は以上でございます。

最後に、令和元年度普通会計決算における財政状況でございますが、実質収支は３億

９,８３０万円の黒字、単年度収支は３億１,６５０万円の黒字となっております。

また、基金残高は前年度から４億３２０万円減額の１０億４,９６０万円となり、５年

連続の減額となっております。

一方、地方債残高は前年度から４億５,０８０万円減額となる１１１億６,５１０万円と

なっております。これで平成１７年度から１５年連続して地方債残高の減額を達成し、

ピーク時の約１９６億円から８５億円もの減額となりました。

また、地方財政健全化法に基づく各指標につきましても、実質公債費比率は前年度から

１.４ポイント改善の１３.３％、将来負担比率は前年度から６.２ポイント改善の

５４.５％でした。

また、財政構造の弾力性を示す経常収支比率につきましても、前年度から４.１ポイン

ト改善の９５.３％となりました。

いずれも、依然として高い数値ではありますが、財政構造改善に向けた取り組みの成果

が着実にあらわれ始めております。しかし、人口減少への対応策、加速する少子高齢化に

伴う施策の充実、学校教育環境整備や公共下水道事業推進等の市民ニーズの高い行政サー

ビス及び想定を上回る伸びを示す社会保障費の財源確保、国民健康保険事業における累積

赤字解消といった諸問題も山積しております。

今後とも行政の効率化により経費の抑制に努め、持続可能な行財政基盤を確立し、地域

活性化の取り組みをさらに推進し、地方創生の実現を図ってまいる所存でございます。

以上、地方自治法第２３３条第３項の規定によりまして、監査委員の意見書をつけて、

議会の認定に付するものでございます。

なお、地方自治法２３３条第５項及び第２４１条第５項の規定による説明書類といたし

まして、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書、財産に関する調書、基金の

運用状況に関する調書、主要な施策の成果に関する報告書を併せて提出いたしております。

次に、認定第９号令和元年度中間市水道事業会計利益の処分及び決算認定について、提

案理由を申し上げます。

まず、利益の処分につきまして、当年度未処分利益剰余金２億２,４５９万１,９１２円

のうち、１億円を建設改良積立金へ積み立て、残余１億２,４５９万１,９１２円を繰り越

すものでございます。

次に、決算認定につきまして、収益的収入及び支出における総収益は９億９,９３６万

９,８５１円で、前年度と比較いたしますと５７４万１,４０９円の減額となっております。

これに対する総費用は９億２,９９４万６,１９６円で、前年度と比較いたしますと３万

９,６９８円の増額となり、当年度の純利益は６,９４２万３,６５５円となっております。
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また、資本的収入及び支出における総収入は２億３,１２９万８２０円で、これに対す

る総支出は６億１,２４４万８,５５４円となり、差し引き３億８,１１５万７,７３４円の

不足が生じましたが、この不足額は、当年度分損益勘定留保資金等で全額補填いたしてお

ります。

次に、令和元年度の給水状況につきましては、給水戸数は２万８,９５４戸で、前年度

より８１戸増加しておりますが、給水人口は６万４７０人で、前年度より６２７人減少し

ております。また、有収水量は５５３万３,４１１立方メートルで、前年度より６万

１,５８３立方メートル減少いたしております。

近年、給水人口の減少傾向が続いており、少子高齢化の進展とあわせ、生活様式が多様

化する中、節水器具の普及により、給水収益の増加は期待できない状況でございます。そ

れに加え、老朽化した施設の改良工事、管路等の耐震化も必要としており、費用の増大も

見込まれるため、水道事業をとりまく経営環境は非常に厳しくなることが予想されますが、

今後も良質な水質の維持、向上に向け、より一層、効率的経営のもと、健全な事業運営を

継続しつつ、安心で安全な水道水の安定供給に努めてまいる所存でございます。

以上、地方公営企業法第３０条第４項の規定によりまして、監査委員の意見をつけて議

会の認定に付するものでございます。

また、同条第６項の規定により、事業報告書、キャッシュ・フロー計算書、収益費用明

細書、固定資産明細書及び企業債明細書を議案に添えて提出いたしております。

次に、認定第１０号令和元年度中間市病院事業会計決算認定について、提案理由を申し

上げます。

初めに、決算の概要につきましてご説明いたします。

まず、収益的収支につきましては、経常収益１８億５,４５３万５,７９５円に対し、経

常費用は１９億８,９９７万８,７２１円となり、１億３,５４４万円の経常損失となりま

した。また、総収益１８億５,４５７万５,７９５円に対し、総費用１９億９,３８２万

６,５５７円となり、単年度収支において１億３,９２５万円の純損失となっております。

これにより、前年度繰越欠損金４億３,９２３万６,５１１円に、当年度純損失を加算し、

５億７,８４８万７,２７３円が当年度未処理欠損金となっております。

次に資本的収支につきましては、収入３,８１８万７,０００円に対しまして、支出は

６,２９２万５,０３５円となり、これによる差し引き不足額２,４７３万円につきまして

は、一時借入金をもって措置いたしております。また、患者数につきましては、入院延べ

患者数は１万８,８３２人で、１日平均５１人となっており、外来延べ患者数は５万

４,４２９人で、１日平均２０３人となっております。

以上、地方公営企業法第３０条第４項の規定によりまして、監査委員の意見をつけて、

議会の認定に付するものでございます。

また、同条第６項の規定により、キャッシュ・フロー計算書、収益費用明細書、固定資
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産明細書及び企業債明細書を議案に添えて提出いたしております。

ご審議のほど、よろしくお願い申し上げます。

○議長（下川 俊秀君）

ただいま議題となっております各会計決算認定１０件に対する質疑は、９月３日の本会

議で行いますので、ご了承をお願いいたします。

────────────・────・────────────

日程第１４．第５２号議案

日程第１５．第５３号議案

○議長（下川 俊秀君）

次に、日程第１４、第５２号議案及び日程第１５、第５３号議案の令和２年度補正予算

２件を一括議題といたします。

提案理由の説明を求めます。福田市長。

○市長（福田 浩君）

第５２号議案令和２年度中間市一般会計補正予算（第５号）について、提案理由を申し

上げます。

今回の補正の主なものといたしまして、歳出につきましては、総務費におきまして国の

特別定額給付金の対象とならなかった新生児に１０万円の支給を行う新生児特別定額給付

金に２,１７０万円を計上いたしております。この給付金は、特別定額給付金の基準日の

翌日から本年１２月末日までに出生した新生児を対象とするものでございます。

また、制度利用の申請数の増加に伴い、中古住宅購入・リフォーム補助金を１,１１０万

円増額し、個人番号カードの普及促進事務や利用拡大に伴う戸籍の附票システムと住民基

本台帳システムの連携に係るシステム改修費用等に２,８８０万円を計上いたしておりま

す。

民生費におきましては、市民生活相談センターにおいて、アウトリーチ支援のための人

員を充実させ、自立相談支援の機能を強化する事業に４６０万円を計上するとともに、離

職等で収入が減少し、住居喪失または喪失のおそれのある方に対し、家賃支援を行う住居

確保給付金を４００万円増額し、生活が困窮する方への支援の強化を図ることとしており

ます。また、介護保険料負担軽減措置に関する令和元年度国県負担金の精算交付に伴う介

護保険事業特別会計への繰出金に１１０万円、公共施設の集約化を目的とした中間市地域

総合福祉会館改修工事の実施設計業務に６００万円を計上いたしております。

衛生費におきましては、本年１０月１日からロタウイルスワクチンが定期接種化される

ことに伴い、乳幼児定期予防接種に４００万円、新型コロナウイルス感染症に関する支援

策として家庭用ごみ袋の無料引換券を全世帯に配布する経費に２,９８０万円を計上いた

しております。

消防費におきましては、令和３年度に新規採用予定の消防職員に対する被服費等に
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１１０万円を計上いたしております。

教育費におきましては、小中学校の再開後に臨時休業により未指導となった内容の補習

の実施など、学校教育活動の支援を行う学習支援員の配置に５９０万円、感染症対策を徹

底し、教員の業務支援を行うスクールサポートスタッフの配置に３５０万円をそれぞれ計

上いたしております。また、公共施設の集約化を目的とした中間市生涯学習センター改修

工事の実施設計業務に２９０万円を計上いたしております。

次に、歳入につきましては、市税におきまして、償却資産の課税額が大幅に増加したこ

とから、固定資産税を１億４,２７０万円増額いたしております。

地方特例交付金におきましては、交付額の確定に伴い、減収補填特例交付金を３２０万

円増額いたしております。

地方交付税におきましても、普通交付税の交付額が決定されたことから１億５,３９０万

円を減額いたしております。減額の主な理由といたしましては、先ほどご説明いたしまし

た固定資産税の増収により、基準財政収入額が増額となったことによるものでございます。

国庫支出金におきましては、住宅確保給付金国庫負担金３００万円、低所得者第１号被

保険者介護保険料国庫負担金１１０万円、アウトリーチ等の充実による自立相談支援機能

強化事業費国庫補助金４６０万円、空き家再生事業に関する社会資本整備総合交付金

２７０万円、個人番号カード交付事業費補助金２,０８０万円、個人番号カード交付事務

費補助金２３０万円、社会保障・税番号制度システム整備費補助金５６０万円、新型コロ

ナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金４,３００万円をそれぞれ計上いたしておりま

す。

県支出金におきましては、学習指導員等配置事業補助金５９０万円、スクールサポート

スタッフ配置事業補助金３５０万円を追加計上いたしております。

市債におきましては、臨時財政対策債を１００万円増額するとともに、生涯学習セン

ター複合化事業２７０万円、地域総合福祉会館複合化事業５６０万円を追加計上いたして

おります。

以上により、歳入歳出それぞれ９,５２３万４,０００円を追加し、予算の総額を歳入歳

出それぞれ２４６億６９９万１,０００円とするものでございます。

次に、第５３号議案令和２年度中間市介護保険事業特別会計補正予算（第１号）につい

て、提案理由を申し上げます。

まず、保険事業勘定の歳出といたしましては、令和元年度事業における介護給付費の確

定に伴う償還金といたしまして、国庫負担金返還金１,１７０万円、県負担金返還金

９００万円、支払基金負担金返還金１８０万円、また、地域支援事業費の確定に伴う償還

金といたしまして国庫返還金１６０万円、県返還金８０万円、支払基金返還金５０万円を

増額いたしております。

次に、保険事業勘定の歳入といたしましては、介護保険料低所得者軽減措置における一
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般会計繰入金を１１０万円、歳出補正に伴う財源調整といたしまして、前年度繰越金を

２,４５０万円追加いたしております。

以上により、歳入歳出それぞれ２,５６８万円を追加し、介護サービス事業勘定を加え

た予算総額を歳入歳出それぞれ５２億２,６５５万９,０００円とするものでございます。

ご審議のほど、よろしくお願い申し上げます。

○議長（下川 俊秀君）

ただいま議題となっております令和２年度補正予算２件に対する質疑は、９月３日の本

会議で行いますので、ご了承をお願いいたします。

────────────・────・────────────

日程第１６．第５４号議案

日程第１７．第５５号議案

○議長（下川 俊秀君）

次に、日程第１６、第５４号議案及び日程第１７、第５５号議案の条例改正２件を一括

議題といたします。

提案理由の説明を求めます。福田市長。

○市長（福田 浩君）

第５４号議案中間市障害福祉計画策定委員会条例の一部を改正する条例について、提案

理由を申し上げます。

今回の条例改正は、平成３０年に策定した障害児福祉計画と障害福祉計画が本年度でそ

の期間が満了となり、令和３年度からの次期計画を策定するに当たって、中間市障害福祉

計画策定員会の名称、任務等を見直すものでございます。

中間市障害福祉計画策定委員会は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する

ための法律、いわゆる総合支援法の定めるところにより作成する障害福祉計画について、

住民の意見を反映させ、及び調査審議することを任務とする附属機関でございます。

平成３０年度の児童福祉法の改正により、障害児福祉計画の策定が義務付けられた際は、

同計画を策定するときは、関係者その他の意見を聞くよう努めるものとされ、また、同法

及び総合支援法では、障害児福祉計画は障害福祉計画と一体のものとして策定することが

できるとされておりますことから、障害福祉計画策定委員会において、障害児の支援にか

かわる団体や関係者からご意見等をいただき、両計画を一体のものとして現計画を策定し

ました。

次期計画についても同様に一体のものとして策定する予定としておりますことから、条

例改正により、そのことを明確にした上で、策定委員会をそれぞれの関係団体や関係者の

意見を聴く場として位置づけるものでございます。

条例改正の内容といたしましては、障害児福祉計画と障害福祉計画を一体のものとして

策定することを踏まえ、策定委員会の名称及び任務を見直し、当該計画に関して調査審議
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することとするものでございます。また、策定委員会の議事及び運営に関して必要な事項

を定めるものでございます。

なお、条例の施行日につきましては、令和２年１０月１日といたしております。

次に、第５５号議案中間市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を

定める条例の一部を改正する条例について、提案理由を申し上げます。

今回の条例改正は、市町村が条例で指定居宅介護支援の基準を定める際の基準とされて

いる厚生省令である指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準が改正され、

令和３年４月１日から施行されることによるものでございます。

条例改正の内容といたしましては、居宅介護支援事業所における管理者要件について、

省令と同様に、主任介護支援専門員の確保が著しく困難である等、やむを得ない理由があ

る場合について、主任介護支援専門員を管理者としない取り扱いを可能とするものでござ

います。また、事業所の人材確保に関する状況等を考慮し、令和３年３月３１日までとさ

れていた経過措置期間が延長されたことから、本市においても同様の改正を行うものでご

ざいます。

なお、条例の施行日につきましては、省令の施行日に合わせ、令和３年４月１日とし、

経過措置の延長に係る規定につきましては、公布の日といたしております。

ご審議のほど、よろしくお願い申し上げます。

○議長（下川 俊秀君）

ただいま議題となっております条例改正２件に対する質疑は、９月３日の本会議で行い

ますので、ご了承をお願いいたします。

────────────・────・────────────

日程第１８．第５６号議案

○議長（下川 俊秀君）

次に、日程第１８、第５６号議案中間市カーボン・マネジメント強化事業業務委託契約

についてを議題といたします。

提案理由の説明を求めます。福田市長。

○市長（福田 浩君）

第５６号議案中間市カーボン・マネジメント強化事業業務委託契約について、提案理由

を申し上げます。

本市では、地球温暖化対策の推進に関する法律に基づき、平成２９年２月に中間市地球

温暖化対策実行計画事務事業編を策定し、公共施設等から排出される温室効果ガスの排出

量を、平成２５年度と比較して令和３年度には１０％、令和１２年度には２０％削減する

目標を設定しております。

この目標を達成するための取り組みの一環といたしましては、環境省の補助事業である

二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金の地方公共団体カーボン・マネジメント強化事業
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を活用し、市庁舎本館、別館及びなかまハーモニーホールの照明のＬＥＤ化等、省エネ設

備への改修を行う中間市カーボン・マネジメント強化事業を実施いたしております。

この補助金は、先進的及びモデル的なカーボン・マネジメントの取り組みを行うととも

に、そのノウハウの普及を目的とする事業を対象とするものであり、単純に省エネ設備を

導入するだけでは補助金の対象とはならないため、補助事業に採択されるためには、専門

的な知識を持った者による調査分析に基づき、先進性及びモデル性を有する設備導入計画

を立案する必要がございます。

さらに、補助金交付の条件として、設備導入後３年間は温室効果ガスの削減量の測定及

び報告が義務づけられており、実際の削減量が補助金を申請した際に試算した設備導入に

よる削減効果を下回った場合には、その原因を分析し、改善策を講じることが求められて

おります。

このため、事業実施に当たっては、立案された設備導入計画を専門的な見識に基づき適

切に理解した上で、その先進性及びモデル性を損なわないように設備を導入し、設備導入

後も計画どおり温室効果ガスの削減を達成する必要がございます。

このように、補助事業の実施には高いレベルの省エネ技術及び設備の運用が要求される

ため、委託事業者には先進的な計画立案能力、適切に設備を導入することができる高い専

門性及び確実に温室効果ガスを削減することができる業務遂行力が必要となることから、

事業の実施に当たりましては、公募型プロポーザル方式による事業者選定を行うこととい

たしました。

この事業は、令和元年度に実施設計、令和２年度に設備更新を行う２カ年事業として実

施するものであり、令和元年度にプロポーザルを実施したところ、株式会社ハッセイ１社

の応募があり、審査の結果、優れた企画提案を行った同社を優先交渉権者に選定いたしま

した。

このうち、令和２年度の事業につきましては、各施設の改修工事を主な内容とする業務

委託契約について、本年８月１２日付で、契約金額を２億６,８２９万６,７３１円として

仮契約を締結いたしております。

この契約の締結に当たり、地方自治法第９６条第１項第５号及び議会の議決に付すべき

契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定により、１件の予定価格が１億

５,０００万円以上である工事の請負契約を締結する場合におきましては、議会の議決が

必要とされておりますことから議決を求めるものでございます。

ご審議のほど、よろしくお願い申し上げます。

○議長（下川 俊秀君）

ただいま議題となっております第５６号議案に対する質疑は、９月３日の本会議で行い

ますので、ご了承をお願いいたします。

────────────・────・────────────
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日程第１９．会議録署名議員の指名

○議長（下川 俊秀君）

これより日程第１９、会議録署名議員の指名を行います。

本日の会議録署名議員は、会議規則第８５条の規定により、議長において小林信一君及

び井上太一君を指名いたします。

────────────・────・────────────

○議長（下川 俊秀君）

以上で、本日の日程は全て終了いたしましたので、本日はこれにて散会いたします。

午前10時46分散会

──────────────────────────────

地方自治法第１２３条第２項の規定により、ここに署名する

議 長 下 川 俊 秀

議 員 小 林 信 一

議 員 井 上 太 一
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地方自治法第１２３条第２項の規定により、ここに署名する

議 長

議 員

議 員


